
第２期子ども・子育て支援事業計画の策定について

１ 子ども・子育て支援事業計画について 

子ども・子育て支援新制度において、市町村は５年ごとに策定する「子ど

も・子育て支援事業計画」に基づき、給付・事業を行うこととされているこ

とから、平成２６年度に「富山市子ども・子育て支援事業計画」（計画期間２

７～３１年度）（以下「事業計画」という。）を策定した。 

また、事業計画に記載した教育・保育の量の見込みと実績値の間に１０％

以上の乖離が生じたことから、中間年にあたる平成２９年度において事業計

画の見直しを図ったところである。 

２ 第２期子ども・子育て支援事業計画について 

  子ども・子育て支援事業計画の策定にあたっては、国が基本的な指針を定め

ることとされていることから、指針が示され次第、ニーズ調査を行い、その調

査結果を富山市子ども・子育て会議で報告していきたいと考えている。また、

平成３１年度において、その調査結果に基づき、富山市子ども・子育て会議で

意見を聴きながら次期事業計画を策定していく予定である。 
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【根拠法令】 

○子ども・子育て支援法第６０条第１項 

内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ど

も・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円

滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な

指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

○子ども・子育て支援法第６１条第１項 

市町村は、基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものと

する。 

○子ども・子育て支援法第６１条第７項 

 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あら

かじめ第７７条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意

見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意

見を聴かなければならない。 


